
◆
対
象
事
業

　

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
事
業

・�

地
域
の
集
会
所
な
ど
、
定
期
的

な
通
い
の
場
を
設
け
る
こ
と

・�

週
１
回
以
上
、
１
回
当
た
り
１

時
間
程
度
活
動
し
、
３
カ
月
以

上
継
続
し
て
、
市
が
推
進
す
る

「
も
ば
ら
百
歳
体
操
」
を
取
り

入
れ
た
介
護
予
防
活
動
を
行
う

こ
と

◆
対
象
経
費

・�

介
護
予
防
活
動
を
行
う
た
め
に

使
用
す
る
会
場
の
使
用
料

・�「
も
ば
ら
百
歳
体
操
」
で
使
用

す
る
椅
子
、
お
も
り
、
Ｃ
Ｄ（
Ｄ

Ｖ
Ｄ
）
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
購
入
費

◆
補
助
金
額

　

対
象
経
費
の
う
ち
、上
限
10
万
円

（
１
団
体
に
つ
き
１
回
限
り
）

※�

詳
し
く
は
、
高
齢
者
支
援
課�

ウ
ェブ
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

高
齢
者
支
援
課

地
域
包
括
支
援
室（
２
階
）

☎
⒇
１
５
８
３　

⒇
１
６
１
０

◆
対
象
団
体

　

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
団
体

・�

65
歳
以
上
の
市
民
５
人
以
上
で

構
成
さ
れ
た
団
体

・�

市
内
に
活
動
拠
点
を
置
き
、
介

護
予
防
活
動
に
取
り
組
む
団
体

・�

地
域
の
介
護
予
防
活
動
団
体
と

し
て
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に

同
意
し
、
新
規
の
参
加
希
望
者

を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
な

団
体

地域で介護予防に取り組む皆さんを応援！
　市では、高齢者の方が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域で自主的・継続的に介護予
防活動に取り組む団体に「茂原市地域介護予防活動支援事業補助金」を交付します。

造血細胞移植後の定期予防接種の�
再接種費用を助成します

　
　造血細胞移植（骨髄移植、末梢血幹細胞移植およびさい帯血移植等）を受けたことにより、予防
接種法に基づく定期予防接種による免疫が低下または消失し、再接種が必要であると医師から認め
られた場合、その接種費用を助成します。

◆対 象　次の全てに該当する20歳未満の方
　　　　　・造血細胞移植により、定期予防接種の再接種が必要であると医師が認めた方
　　　　　・再接種日に市内に住民登録がある方
　　　　　・令和5年4月1日以降に再接種を受けた方

◆助成額　�再接種に要する費用として医療機関に支払った金額と千葉県内定期予防接種相互乗り入
れ事業委託料の金額のうち、いずれか低い方の額

　　　　　※�再接種に要した交通費、宿泊費、検査料および文書料等は助成の対象となりません。

◆対象の予防接種　健康管理課ウェブページをご覧ください。

※詳しくは、健康管理課までお問い合わせください。

問合せ　健康管理課（2階）　☎（20）1574　 （20）1600
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